
 
 

佐賀西部広域水道企業団給水装置工事施工基準書(第 3 版)の改訂概要 

章 内  容 備  考 

第１章 

『総則』 

『1.1 目的』(P1-1) 

・厚生労働省令→国土交通省令、環境省令に変更。 

  

 

 

第２章 

『指定給水装置工事事業者』 

『2.2-1 事業の基準』(P2-1) 

・厚生労働省令→国土交通省令に変更。 

『2.10 配管技能者』(P2-5～8) 

・一部変更 

 

 

 

第３章 

『給水装置工事の事務手続き』 

『3.5-1-(1)給水装置工事申込書』(P3-2) 

・「工事種別、給水方式、建物名称、配管種類、公道工事の有無が記入されていること。」→「工事種別、納付金負担者の氏名等が記入

されていること。」に変更。 

『3.5-1-(4) 宅内部図面』(P3-3) 

・「必要に応じて第一止水栓のオフセットも記入すること。」の追加。 

『3.6-表 3-1 管種の記号』（P3-5） 

・「PEP」→「PP」に変更。 

『3.7 加入金-(5)』(P3-6) 

・「加入金については、佐賀西部広域水道企業団水道加入金取扱要綱にて別途定める。」→「加入金の詳細な取扱いについては、佐賀西

部広域水道企業団水道加入金取扱要項にて定める。」に変更。 

『3.8 手数料-4』(P3-7) 

・「手数料については、佐賀西部広域水道企業団手数料取扱要綱にて別途定める。」→「手数料の詳細な取扱いについては、佐賀西部広

域水道企業団手数料取扱要項にて定める。」に変更。 

『記載例』 

・「給水装置工事申込書」の様式変更に伴い、記載例の変更。 

・「位置図」の記載例の変更。 

 

※『給水装置工事申込書』の様式変更 

は『付録』にも反映する。 

 

第４章 

『給水装置工事の計画・設計』 

『4.2-1 直結方式』(P4-2) 

・「３階建て以上」→「3 階建て」に変更。 

 

第 5 章 

『給水装置の構造及び材質』 

 

 

 

『5.2 給水装置材料』 

・表 5-1 (厚生労働省給水装置給水データベース)を削除。(P5-2) 

・表 5-2→表 5-1、表 5-3→表 5-2、表 5-4-表 5-3、表 5-5→表 5-4 に変更。 

『5.3-3-(1)ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁』(P5-8) 

・「企業団に協議のうえ施工すること。」の文言追加。 

 

 

 



 
 

第 5 章 

『給水装置の構造及び材質』【続き】 

『5.3-4 ボックス』 

・バルブボックス仕様の変更に伴い、「図 5-3 仕切弁ボックス仕様図」の変更、（P5-12） 

・「図 5-8 公道部(歩道部) 止水栓(バルブ)ボックス仕様図」の追加。(P5-15) 

『5.3-5 消火栓』(P5-16) 

・副弁(レバー式)→副弁(キャップ式)に変更。 

第 6 章 

『水の安全・衛生対策』 

『浄水器及び活水器』について追記(P6-12)  

 

第 7 章 

『施工』 

『7.1-1 分岐の原則』(P7-1) 

・「排泥弁近くでの分岐は３ｍ以上離すこと。」→「排泥弁近くでの分岐は３ｍ程度離すこと。」に変更。 

『7.2-表 7-2 硬質ポリ塩化ビニル管等から分岐を行う際の分岐器具』(P7-5) 

・「30×20 サドル分水栓」追加。 

・「φ30mm×φ20 ㎜はサドル分水栓(メーカー規格)の使用も可とする。」の追加。 

『7.5-3 有資格者の従事、監督』(P7-7) 

・一部修正 

『7.5-5 露出配管』(P7-7) 

・一部修正 

 

 

第８章 

『検査』 

『8.5 水質検査』(P8-6) 

・一部修正 

 

『付録』 

・佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(条例第 7 号)の改定に伴う差替。 

・佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(管理規程第 16 号)の改定に伴う差替。 

・佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(管理規程第 18 号)の改定に伴う差替。 

 

・佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(要綱第 7 号)の改定に伴う差替。 

・佐賀西部広域水道企業団水道事業給水装置の構造等の基準に関する規程(管理規程第４号)の改定に伴う差替。 

 

給水装置工事申込書(様式第 1 号)の改定。 

配管技能者資格等報告書(様式第 1 号)の新設。 

配管技能者登録・異動申請書(様式第 2 号)の新設。 

 

 


